
3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

作成部課等名 福岡病衛材

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「１，２５-ジヒドロキシビタミンＤ３」ほか３６３件

 の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

「血清　１,２５－ジヒドロキシビタミンＤ３」ほか３６３件 作   　  成 6.1.15

の外注検査 変   　  更

調達要求番号:4SZB1CZ0001

自衛隊福岡病院仕様書

物品番号 仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-10



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「微生物　Ｈ．ピロリ／培養」　ほか３５件の外注検査の

 外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0004

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-11

「微生物　Ｈ．ピロリ／培養」　ほか３５件の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

作成部課等名 福岡病衛材

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「染色体・遺伝子　１２番染色体」ほか６９件の外注検査

 について規定する。

2　検体の回収場所

調達要求番号:4SZB1CZ0003

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-12

「染色体・遺伝子　１２番染色体」ほか６９件の外注検査 作   　  成 6.1.15

変   　  更

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「血液　ＡＢＯ式血液型」ほか４１件の外注検査 について

規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0002

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-13

「血液　ＡＢＯ式血液型」ほか４１件の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

作成部課等名 福岡病衛材

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「細胞性免疫抗　ＣＤ４×ＣＤ８」ほか１５件の

 外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

調達要求番号:4SZB1CZ0005

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-14

「細胞性免疫　ＣＤ４×ＣＤ８」ほか１５件の 作   　  成 6.1.15

外注検査 変   　  更

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「病理・細胞診ＣＤ３０」ほか２７件の外注検査について

 規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0006

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-15

「病理・細胞診ＣＤ３０」ほか２７件の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

作成部課等名 福岡病衛材

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「アレルギーＴＡＲＣ」ほか４件の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

調達要求番号:4SZB1CZ0007

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-16

「アレルギーＴＡＲＣ」ほか４件の外注検査 作   　  成 6.1.15

変   　  更

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　 （アレルギー、細菌検査等の一部検査を除く）

3.2

3.3

3.4 役務の完了

 　細部は官側との調整による。

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

検査結果報告の合格を持って、役務完了とする。

4　その他

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「ＴＡＲＣコロナ重症化リスク補助診断ほか」３ 件の

 外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0008

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-17

「ＴＡＲＣコロナ重症化リスク補助診断ほか」３ 件の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　

3.2

凍結、冷蔵、いずれの検体でも受入れが可能であること。

3.3

3.4 役務の完了

検査結果報告の確認をもって、業務完了とする。

 　細部は官側との調整による。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

作成部課等名 福岡病衛材

1　総　則

　　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「検体検査　血清　メチル馬尿酸　（健康診断用）」

　 の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

調達要求番号:4SZB1CZ0009

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-18

「検体検査　血清　メチル馬尿酸　（健康診断用）」の外注検査 作   　  成 6.1.15

変   　  更

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　

3.2

凍結、冷蔵、いずれの検体でも受入れが可能であること。

3.3

3.4 役務の完了

検査結果報告の確認をもって、業務完了とする。

 　細部は官側との調整による。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「検体検査Ｔ－スポットＴＢ（健康診断用）」

   の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0010

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-19

「検体検査Ｔ－スポットＴＢ（健康診断用）」の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　

3.2

凍結、冷蔵、いずれの検体でも受入れが可能であること。

3.3

3.4 役務の完了

検査結果報告の確認をもって、業務完了とする。

 　細部は官側との調整による。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「麻しんウイルス抗体検査」の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ00011

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-28

「麻しんウイルス抗体検査」の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　

3.2

凍結、冷蔵、いずれの検体でも受入れが可能であること。

3.3

3.4 役務の完了

検査結果報告の確認をもって、業務完了とする。

 　細部は官側との調整による。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「風しんウイルス抗体検査」の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0011

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-29

「風しんウイルス抗体検査」の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　

3.2

凍結、冷蔵、いずれの検体でも受入れが可能であること。

3.3

3.4 役務の完了

検査結果報告の確認をもって、業務完了とする。

 　細部は官側との調整による。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「ムンプス抗体検査」の外注検査について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0011

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-30

「ムンプス抗体検査」の外注検査 作   　  成

物品番号



3.1 検査依頼書

検査の依頼は当院作成の検査依頼書を使用する。

　　

3.2

凍結、冷蔵、いずれの検体でも受入れが可能であること。

3.3

3.4 役務の完了

検査結果報告の確認をもって、業務完了とする。

 　細部は官側との調整による。

検体搬送は、業者の保有する保冷容器により、検体の保存に必要な条件を保って行うもの

とする。

検査結果の報告

検査結果を紙面にて２部報告する。

4　その他

　 仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。

　 自衛隊福岡病院研究検査課

3　検査実施要領

検体の搬送

1　総　則

　　 この仕様書は、自衛隊福岡病院での「水痘・帯状ヘルペス抗体検査抗体検査」の外注検査

   について規定する。

2　検体の回収場所

6.1.15

変   　  更

作成部課等名 福岡病衛材

調達要求番号:4SZB1CZ0011

自衛隊福岡病院仕様書

仕 様 書 番 号

福病-衛-Ｔ-31

「水痘・帯状ヘルペス抗体検査」の外注検査 作   　  成

物品番号


